
議案第１５号 

斑鳩町地域包括支援センター設置条例の一部を改正する条例 

【議案提出担当課：福祉課】 

 

 仕事と育児や介護との両立など、生活スタイル、ニーズの多様化等を背景として、

職員の働き方改革の取組の検討を進める中で、職員の勤務時間の適正化を図ることと

し、斑鳩町地域包括支援センターの開館時間の変更を行うものであります。 

 

１．改正内容 

（１）開館時間の変更 

斑鳩町地域包括支援センターの開館時間について、「午後５時３０分まで」を「午

後５時１５分まで」に改めます。 

 

２．施行期日 

令和６年４月１日から施行します。 

 


